
令和７年度かかりつけ医機能報告に係る労働者派遣業務仕様書 

１ 業務名 

令和７年度かかりつけ医機能報告に係る労働者派遣業務 

 

２ 委託期間 

  令和８年１月中旬～令和８年３月３１日まで 

  ※委託始期については契約締結日による 

３ 委託限度額 

  １，２９０，５００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

４ 派遣場所 

岡山県庁５階 保健医療部医療推進課（岡山市北区内山下２－４－６）  

 

５ 派遣要件 

（１）派遣人数 

   １人 

（２）派遣期間 

   令和８年１月中旬から令和８年３月３１日までとする。※ 委託始期日については協議可 

（３）変更等 

 業務開始後、人員及び派遣期間の変更が必要な場合は、県は派遣元と事前に協議を行って

決定する。 

（４）勤 務 日 

 月曜日から金曜日まで原則週５日（ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）

は、勤務を要しない日とする。） 

 ※ 人材選定時に個別事情がある場合は考慮することも可とする。 

（５）勤務時間 

 午前８時３０分から午後５時００分まで（７時間３０分勤務）とする。 

 ※ 勤務時間に個別事情がある場合は考慮することも可とする。 

（６）休憩時間  

 （５）勤務時間の内１時間を休憩時間とし、休憩とする時間帯については、県と派遣元の

双方が協議の上決定する。 

（７）時間外労働 

 原則、時間外労働を命じることはない。 

（８）その他 

休憩スペース なし 

駐車場／駐輪場 二輪・自転車のみ 

ロッカー あり 

 

６ 従事業務内容 

派遣労働者が従事する業務内容は、次のとおりとする。 

① 電話によるシステム代理入力受付 

② 電話による問い合わせ対応 



 

７ 派遣労働者の選定 

（１）派遣元は、上記の業務を遂行する者として、次の条件をすべて満たす者を選定しなければ

ならない。 

① 業務上知り得た情報等に関して、派遣期間のみならず派遣期間後も秘密の保持を遵守す

ること。 

② 長時間の着座による事務に適していること。 

③ ワード、エクセルを使ったデータ入力等のパソコン操作が問題なくできること。 

④ 官公庁又は民間企業での就業経験を有することが望ましい。 

（２）派遣元は、上記（１）の①から④により選定した派遣労働者が、上記６の派遣業務に従事

するために必要な適性を欠いていると認められるときは、再選定を行うこと。 

 

８ 休暇等による代替要員 

派遣労働者が労働基準法その他の法令の規定に基づく休暇（年次有給休暇等）を取得する場

合であっても、派遣元は県に対して、代替要員の派遣を行わなければならない。ただし、県が

不要と判断する場合にはその限りではない。 

 

９ 派遣労働者名簿の提出 

  派遣元は、契約締結後、事務に従事する派遣労働者の氏名を書面により速やかに県に提出し

なければならない。なお、派遣労働者に変更があった場合も同様とする。 

 

10 個人情報保護 

派遣元及び派遣労働者は、別記個人情報取扱特記事項を遵守すること。 

 

11 業務内容の疑義 

  派遣元は、業務内容に疑義が生じた場合、速やかに県と協議を行い、県の指示を受けること。 

 

12 その他 

 本業務は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下

法という。）法第 40条の２第１項第３号イに該当する。 

 

 


